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社会福祉法人ふじの園 
 

 

 

 

 

法人事業計画 



 

令和 4年度社会福祉法人ふじの園 法人本部事業計画 

 

 

１ 法人の基本理念 

   「キリストの愛と光によって導かれた子どもの尊厳と幸福を目指します」 

   私たちは、キリストの愛に倣い、子どもたち一人ひとりをかけがえのない存在として受け止めます。そして、 

子どもたちが自分らしく幸せに生きていくことができるように、いつでもどんな時でも子どもたちを支えていきた 

いと願っています。 

 

２ 法人運営の基本方針 

   ①法人の健全な運営に努めます。 

   ②利用者のサービスの向上に努めます。 

   ③職員の資質の向上に努めます。 

 

3 法人を取り巻く環境 

   新型コロナウイルス感染症が出現して 2 年経過しても、変異株が猛威をふるうなど、依然衰えをみせません。

各事業所の職員は、職域でワクチンを接種することができましたが、保育園児及び藤の園の子どもたちは通

学している学校など、取り巻く環境から感染症にかかるリスクが大きく、何度か心配されることもありましたが、

各施設とも対策を講じ、細心の注意を払いながら日常の業務を進めてきました。また、各施設とも多くの部分に

おいて計画を縮小・変更して行わなければならなかったのですが、利用者の健やかな育成を第一に考え工夫

しながら事業を進めることができました。また各施設とも大きな損失などななく経営できたことも成果として考え

ることができます。 

   今年度の課題としては、藤の園においては、早期離職者の防止が挙げられます。勤めて数年で退職する職

員が毎年何名か出ます。また、中途退職者も出るなどして、慢性的に職員が不足する状態が常にあります。募

集をかけてもなかなか希望者は来ず、補充も難しい状態です。これらを解消することは最重要課題です。保育

園においては、今現在、経営は安定していますが、今後少子化に伴い入園児を確保していくための経営戦略

が必要になってくると考えます。これらのことは先延ばしにはできません。迅速に対応すべきものです。 

   法人本部には、それぞれの施設の成果と課題を具体的に把握し、計画を練り、着実に経営していく指導的

役割が求められます。そのためにさらなる組織の機能強化が求められます。 

 

４ 事業計画 

   法人本部の事業として以下の９項目を重点項目として取り組みます。 

（１） 法人本部機能の強化 

   理事会の意思決定に基づき、理事長の統括のもと、各施設が円滑に運営できるよう指導します。 

そのために、まず各施設の運営上の課題について、現状だけでなく、起こりうるリスクを含めた具体的で客 

観的な情報を外部や法人内の各施設から収集します。次に、それを法人組織で分析し、整理して、何をなす 

べきか、どのようにすべきか決定します。そして決定したこと確実に行動に移します。これらの流れを迅速に行 

うために、事務局内の任務分担をはっきりさせ、定期的に会議を開いて、滞りなく業務を進めるようにします。 

「急務であることは迅速に。見守ることは緩やかに。」の姿勢を大事にします。 

 

（２） 法令遵守の推進 

   利用者および職員の人権は人間の尊厳として法に定められています。法を守るということは、私たちが大切 

にしている利用者及び職員自身の人権を守るということです。また、子どもを預かる施設の職員であることから、

子どもたちの手本となることは必然のことであり、法に触れるようなことは厳に慎むべきことなのです。 

  法人本部は法に抵触するような行為が行われることのないよう、定期的に各施設を指導監督します。また、 

 



 

外部の方を招いての法令遵守推進会議を年 2回行って評価及び指導を得ます。 

    

（３） 利用者の権利擁護の推進 

   法人全体で利用者の権利擁護を推進します。職員は「子どもが権利の主体」であることを自覚し、擁護に努

めます。また、職員集団として権利擁護に取り組む体制の構築をしていきます。 

そのためには、職員自身も権利を守るということを示していかなければなりません。それを示すことで利用者

の権利意識も育成されます。そのことも含めて権利擁護のための研修会を大切にし、計画的に行うよう指導し

ます。 

 

（４） 職員の人材育成 

   法人施設が求める人材像を職員とともに明らかにし、その人材像に近づくために研修を充実させます。研

修は主体性を尊重します。新型コロナ感染症の広がり具合を見ながら、外部から講師を招いての研修にも力

を入れます。 

 

（５） 事業の透明性の確保 

   社会福祉法人は公益性が高いことから、適宜、サービスの内容、財務諸表、法人・施設の取組みをホーム

ページや広報誌等を利用して広く情報を発信し事業経営の透明性の確保を図ります。 

 

（６） 事務処理の適正化 

   会計事務所や監事による出納調査を実施し適正な会計事務の処理に努めます。また、各資料等について

も説明責任を果たすうえで大変重要であることから、保育・養育に関する資料等についても法人本部が中心と

なり事務指導の強化を図ります。 

 

（７） 職員の処遇改善 

  地域における公益的な取組を行う責務が課せられている社会福祉法人にとって、その責務遂行のための 

有能な人材確保と育成は最重要課題です。特にも児童養護施設は利用者相手という特殊な業務でもあるため、 

それなりの困難もあるので処遇改善が人材確保の最も有効手段とは言えません。しかし、生活基盤をしっかり 

したものにすることによって仕事への取組みも確かなものになると考えれば、処遇を魅力あるものにしていくこ 

とは経営者として取り組まなければならないことです。週休二日制の早期実施を検討します。結婚しても働け 

るような環境づくりを考えていきます。 

  法人が主導し、生活と仕事が両立でき、魅力があって働き甲斐のある職場の構築を目指していきます。 

 

（８） 法人本部と各施設の連携 

   法人本部と各施設の連携強化を図ります。そのために、報告・相談・連絡を密にとり、開かれた法人運営を 

目指します。さらに、顧問を配置し、連携の強化を図ります。 

  業務連絡会は原則 2か月に 1回定期的に開きます。また、理事長及び事務局、顧問は週 1回程度保育園

に赴き、事業の具体的な把握と助言及び援助に努めます。 

 

（９） 各関係機関との連携 

   事業を充実・発展させていくためには、地域のニーズを把握することが必要です。行政や関係機関との連

携を密にし、社会の要請に応えることができる法人経営を目指します。 

  

5 評議員会及び理事会の開催 

（1） 評議員会の開催 

   法人運営に関する重要事項を決定するため、定時評議員会のほか、必要に応じて臨時評議員会をします。 

   〇 定時評議員会  令和4年6月21日（火）開催予定 



     ・ 令和3年度計算書類及び財産目録の承認について 

  ・ 諸規程の改正  ・理事・監事の選任 他 

（2） 理事会の開催 

   執行機関として適切な法人運営を図るため、定時理事会のほか、必要に応じて随時臨時理事会を開催し 

ます。 

① 第1回定時理事会   令和4年6月3日（金）開催予定 

 ・ 令和3年度の事業報告と決算の承認 他 

② 第2回定時理事会   令和4年11月25日（金）開催予定 

       諸規則・規程等の改正 令和4年度の補正予算案 他 

③ 第3回定時理事会   令和5年3月24日（金）開催予定 

     ・ 令和5年度の事業計画及び当初予算案  令和4年度補正予算案 

（３） 四半期監査   令和 4年5月26日（木）    9月8日（木）   11月10日（木）  

              令和 5年2月2日（木） 

 

6 令和４年度法人関係年間予定 

月 理事会・評議員会等 監査・出納調査・指導監査 事業計画 庶務 

4 評議員選任・解任委員会 

4/5（月） 

 施設長面談 

理事長講話 

 

５  1～3月分出納調査・決算監査 

 ５/26（木） 

法令遵守推進会議 

 5/13（金） 

業務連絡会① 5/19（木） 

6 定時理事会①（決算関係等） 

6/3（金） 

定時評議員会 ６/2１（火） 

 法令遵守研修 現況報告書提出 

資産総額変更登記 

7  

 

 施設長面談 業務連絡会② 7/１４（木） 

8  

 

   

9  

 

県の指導監査（一関藤の園）期日未定 

４～６月分出納調査・監査 9/8（木） 

 業務連絡会③ 9/22（木） 

10  

 

 施設長面談 理事長講話 

法令遵守研修 

 

11 定時理事会② 11/25（金） 

（諸規則の改正、補正予算案等） 

7～9月分出納調査・監査 11/10（木）  業務連絡会④ 11/17（木） 

12  

 

   

１  

 

 施設長面談 

法令遵守研修 

業務連絡会⑤ 1/19（木） 

２  

 

10～12月分出納調査・監査 2/2（木） 法令遵守推進会議 

          2/9（木） 

 

3 定時理事会③ 

（事業計画・当初予算案等） 

           3/24（金） 

 施設長面談 業務連絡会⑥ 3/9（木） 

   ※毎月 熊谷会計事務所による会計監査を実施 

 

 




































































